○南陽市不法投棄防止に関する要綱
平成12年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条　この要綱は、廃棄物の不法投棄を防止することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条　この要綱において、「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為をいう。
2　この要綱において「廃棄物」とは、法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(不法投棄等の対策)
第3条　市長は、廃棄物の不法投棄を防止するため、次に掲げる対策を講ずるものとする。
(1)　不法投棄監視員(以下「監視員」という。)の設置
(2)　不法投棄防止の立看板の設置
(3)　不法投棄の未然防止と早期発見のため、定期的に巡視を行う事
2　市長は、前項に掲げるもののほか市民に対して、不法投棄に関する通報等その防止について、広報紙等により協力を依頼するものとする。
(監視員の定数)
第4条　各地区の監視員の定数は次のとおりとし、合計13名とする。
赤湯地区　2名
中川地区　2名
宮丙地区　2名
漆山地区　1名
吉野地区　2名
金山地区　1名
沖郷地区　1名
梨郷地区　2名
(監視員の職務)
第5条　監視員の職務は、次のとおりとする。
(1)　不法投棄防止のための監視パトロール
(2)　不法投棄に関する情報を市長へ通報
(3)　不法投棄を行つた者、または行おうとしている者に対する指導勧告
(4)　一部清掃業務に関すること
2　前項第1号の職務は、毎月2回以上行うものとする。
3　監視員は、第1項第1号に掲げる職務に従事したときは、その活動状況を不法投棄監視状況報告書(様式第1号)により翌月の10日までに市長に報告するものとする。
(監視員の委嘱及び任期)
第6条　監視員は、南陽市衛生組合連合会の推薦(様式第2号)を受けた者のうちから、市長が委嘱する。
2　監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3　補欠により委嘱された監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
4　監視員には、その身分を示す不法投棄監視員証(様式第3号)及び腕章を交付する。
(通報を受けた場合の処理)
第7条　市長は監視員、市民等から不法投棄に関して通報があつた場合は、次の各号に掲げる事項について確認するとともに、直ちに不法投棄現場を調査し、不法投棄を行つた者の判明に努めるものとする。
(1)　不法投棄の日時及び場所
(2)　不法投棄のされた廃棄物の種類及び数量
(3)　不法投棄を行つた者またはその判明に手掛かりとなるもの
(4)　通報者の住所、氏名及び電話番号
(監視員に対する報償)
第8条　監視員に対する報償は、予算の範囲内で別に定める。
(不法投棄者に対する措置)
第9条　市長は、不法投棄を行つた者に対し、不法投棄に係る廃棄物の撤去その他必要な処理をするよう指導する。この場合において、情状悪質と認められる者に対しては関係機関に告発するものとする。
(廃棄物の処理に関する指導助言)
第10条　市長は、不法投棄された土地または建物の占有者から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があつた場合は、その者に対し適切な指導助言を行うものとする。
(委任)
第11条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附　則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
不法投棄監視状況報告書
　　年　　月　　日
南陽市長　　　　　　　　　　　　　　殿
住所　南陽市　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　印
電話番号　　(　　)　　　　　　　　　　
業務内容を次のとおり報告いたします。
	監視年月日
	　　　　　　　年　　月　　日　　曜日　天候　　　

	監視地域(巡視経路)
	　

	不法投棄の確認
	有無

	　
	投棄場所
	　

	
	不法投棄者
	住所　　　　　　　　　　　　　　　　不明
氏名　　　　　　　　　　

	
	投棄されていた廃棄物の種類及び投棄量
	　　　　種類　　　　　　　　　投棄量　約　　　　ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡

	監視・指導等の経過
(箇条書きのこと)
	・
・
・

	※市の対応
	　


　備考　1　この報告書は、不法投棄を複数箇所発見した場合は、その場所1箇所につき1枚作成すること。必要に応じ図面、その他参考資料を添付すること。
　　　※　監視員は、｢市の対応｣欄は記入しないこと。
様式第2号(第6条関係)
平成　　年　　月　　日
　南陽市長　　　　　　　　　　　　　　殿
地区衛生組合長　　　　　　　　　　　印
不法投棄監視員推薦書
　平成　　年度の地区不法投棄監視員として下記の者を推薦いたします。
記
	監視員氏名
	住所
	年齢
	電話番号
	　

	　
	南陽市
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


様式第3号(第6条関係)
(表面)
	不法投棄監視員証
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　上記の者は不法投棄監視員であることを証明する。
平成　年　月　日
南陽市長


(裏面)
	注意
1　本証は常時携帯してください。
2　本証を他人に貸与し、または譲渡しないでください。
3　本証を棄損、または紛失したときは、直ちに届出てください。
4　業務終了後は速やかに返納してください。



　
